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政府における取組

自己紹介

主な経歴
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わたしと文字コード
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Kondara MNU/LinuxのI18Nを通じた樋浦秀樹さんとの出会い

libc5からwcsmbs, iconvへの移行期

UTF-8 localeを率先して採用してI10NからI18Nへ

Xutf騒動に端を発したXFree86とXorgのfork

入力方式におけるXIMからIIIMFへの移行



52006年8月28日 CIO補佐官連絡会議＠経済産業省 マイクロソフト説明資料

IVS実装の契機となったWindows VistaのJIS2004問題



1946年10月10日 菅直人氏 誕生

1946年11月16日 当用漢字 内閣告示

1947年12月22日 新戸籍法 公布

1948年1月1日 新戸籍法 施行

新戸籍で子の名に用いる文字は「常用平易な

文字」に限定され、現在の施行規則では常用

漢字、人名用漢字、仮名（変体仮名を除く）

とされたが、親の氏と施行以前に生まれた子

の名に対しての漢字制限は行われなかった

2010年6月8日 菅直人内閣が発足

直嶋正行氏が経済産業大臣に再任

62010年6月11日 第百七十四回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説 

「直」は外字か？

自治体住民窓口の苦労から
霞ヶ関・官邸の自分事に

字形問題と文字情報基盤の整備
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行政事務標準文字の策定と国際標準化へ向けた取組



➢ 官民問わずシステム依存性が高く、今後の情報連携の支障となり得る文字については、行政事
務標準文字を官民通じて広く活用するべく、国際標準化を含む取組を推進する。（「デジタル
社会の実現に向けた重点計画」2025年6月13日閣議決定）

➢ 前段として令和７年度は「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」における取組の
一環として全国自治体が行政事務標準文字に同定する事業を実施している。

行政事務標準文字の国際標準化へ向けた取組
国際標準化の明文化と地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化

8

「システム依存性が高く、今後の情報連携の支障となり得る文字」の一例＝外字※により生じる問題

※使用するシステムに標準で搭載されず、特別に追加で作られた文字であって、ユーザが独自に設定するため基幹業務システム間での連

携はできないもの（データ要件・連携要件標準仕様書（総論）【第4.1版】）



9文字包摂ガイドライン 1.1版 デジタル庁デジタル社会共通機能グループ データ標準化・品質向上支援担当

行政事務標準文字：文字包摂ガイドラインの公表（2024年5月）・改定（2025年7月）



10地方公共団体情報システムにおける 文字要件の運用に関する検討会（第８回） 検討資料 デジタル庁 2024年3月

文字情報基盤・行政事務標準文字：自治体に対する同定支援ツールの提供と文字同定の実施

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/bf0a720a-54b1-4dd0-bd46-9334449a1b52/31fb0ee4/20240402_meeting_local-governments-character-operation_outline_01.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/bf0a720a-54b1-4dd0-bd46-9334449a1b52/31fb0ee4/20240402_meeting_local-governments-character-operation_outline_01.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/bf0a720a-54b1-4dd0-bd46-9334449a1b52/31fb0ee4/20240402_meeting_local-governments-character-operation_outline_01.pdf


11https://mjq-8v0.pages.dev/ 

共創PFを通じて自治体職員の声を吸い上げ 行政事務標準文字検索βを提供中

https://mjq-8v0.pages.dev/
https://mjq-8v0.pages.dev/
https://mjq-8v0.pages.dev/


STEP１ STEP３

文字情報基盤文字への追加文字の決定

行政事務標準文字に含める文字情報基
盤外の文字（漢字・変体仮名等）を令
和5年度に決定

文字の区分け

STEP１で追加するとなった文字
についてIVD登録、水平拡張、新
規追加のどの方法で登録するの
か区分けを行う

UCSへの登録

STEP２において区分けした方法
でそれぞれUCS等への登録手続
きを進める

2027年度にISO/IEC 10646がメジャーバージョンアップ予定であり、そのタイミングに合わせて行政事務標準文字の国際
標準化を目指す。

検
討

【国際標準化が完了するまでの暫定措置】
・文字符号位置については、国際標準化が完了するまでの間、暫定的にPUP（私用面：Private Use Plane）を使用する。
・UCSの規定により、PUPを使用した情報の授受をする際には、当事者間の合意の下で利用が必要となることから、外部シス

テム等との連携の際には行政事務標準文字の文字名とPUPの対応テーブルを共有することとする。

【国際標準化への手順】
・行政事務標準文字のうち、国際標準化を行っていない漢字等については、国際標準化を目指す必要がある。
・文字情報基盤の管理団体である一般社団法人文字情報技術促進協議会及び国際標準であるUCS（Universal Coded Character 

Set）への登録の日本の窓口である一般社団法人情報処理学会情報規格調査会SC２専門委員会と連携を密にしながら、国際標
準化の検討をする。

国際標準化の目標時期及び暫定措置等に関する検討を行った。

行政事務標準文字の国際標準化までのステップ
STEP２
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行政事務標準文字の国際標準化に向けた検討
2025年３月24日

第２回地方公共団体情報システムにおける文字の標準化に関する有識者会議（一部改題）
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国際標準化作業におけるAIの活用



改製不適合戸籍に残存する文字の整理

➢ 改製不適合戸籍とは、戸籍の「氏」又は「名」の文字が誤字で記載されている等、コンピュー
タによる取扱いに適合しない戸籍である。

➢ 行政事務標準文字は電子化されている戸籍で使用されている文字をベースに整備しているた
め、現在「紙」で管理している改製不適合戸籍で使用されている文字は、行政事務標準文字の
検討の範囲外となる。

➢ このような情報連携の支障となり得る文字を解消していくことが行政事務標準文字の国際標準
化への一歩となる。

➢ 令和７年度は地方公共団体から提出のあった改製不適合戸籍に由来する外字の代替及び同定先
文字を検討することを目的としたワーキングチームを設置し、解消に向けた取り組みを実施中
である。

改製不適合戸籍とその問題点

【改製不適合戸籍に由来する外字解消への取り組み背景】
⚫ 地方公共団体において使用されている文字は、外字を含めて約200万文字あるとも言われている。

外字は行政運営上、本人確認等を厳格に行う場合や個人のアイデンティティに配慮する場合に用いられているが、他
のコンピュータで処理することができず、業務・システム間のデータ連携が円滑に行われないという問題がある。

⚫ 令和３年９月１日に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第40号）」が施行され、デジタ
ル庁では、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第4.1版】」を策定しており、標準準拠シ
ステムにおいて氏名等は行政事務標準文字を使用することとしている。

14



改製不適合戸籍に使用されている文字とは

15

電子化されていない文字

改製不適合戸籍に使用されている文字
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登記固有文字の行政事務標準文字への収録



➢ 社会全体の効率化の観点から、文字の規格を統一すべく、「登記統一文字」について、令和７
年度中に「行政事務標準文字」への追加を行う。（「公的基礎情報データベース整備改善計
画」2025年6月13日閣議決定）

➢ 前段として令和6年度は、登記固有文字（約1万3,000文字）に対して行政事務標準文字に同定
する事業を実施した。

登記固有文字の行政事務標準文字への同定
登記固有文字の行政事務標準文字への追加

01100160010971400100800001002280

【登記固有文字の例】※番号は登記統一文字番号

17



登記固有文字の行政事務標準文字への同定

➢ 行政事務標準文字の国際標準化へ向けた取組に連動して、登記固有文字を行政事務標準文字に
追加し、併せて国際標準化を図る。

➢ 国際提案に向けて、使用頻度や用例等を確認しながら「UCS統合規則」等の国際ルールに基づ
いた分類を実施し、規格登録に必要な属性情報等を整備中である。

登記固有文字の国際提案に向けた検討

【文字分類の全体像】
①商業・法人登記で使用実績のある登記固有文字は少なくとも846文字※。
②このうち、ガイドライン同定基準により、行政事務標準文字に同定（Identification）できたものが590文字、同定で
きなかったものが256文字。
③同定できなかった256文字の内訳は、漢字245文字、崩し字4文字、記号等7文字。
④⑤⑥⑦国際提案では、UCS統合基準がベースになるため、ガイドライン同定基準で行政事務標準文字に同定できな
かった文字について、UCS統合基準で統合（Unification）できるか改めて調査・分類。国際提案の方法を検討中。

①商業・法人登
記で使用実績
のある登記固
有文字※
(846)

②行政事務標
準文字に同定
できた文字
(590)

②同定できな
かった文字
（256)

③同定できな
かった文字のう

ち漢字
（245)

④文字情報基盤に統合できた文字
(58)

⑤文字情報基盤以外の既存UCSに統合できた文字
(33)

⑥文字情報基盤外文字に統合できた文字
（4）

⑦いずれにも統合できなかった文字
（150）

国際提案を検討

提
案
方
法
検
討
中

18
※現在存在する商号（法人名又は屋号）のみを対象に調査。氏名や過去の商号等の調査は2026年2月以降予定。
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2025年4月25日
第2回ベース・レジストリ推進有識者会合（一部改題）
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